[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]○大東市芸術文化・スポーツ等競技参加激励金交付要綱
令和３年１０月２９日
要綱第９７号
（目的）
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]第１条　この要綱は、本市の芸術文化・スポーツ等の振興に著しい貢献があった者及び団体に対して、その功績をたたえ、今後の活躍を期待するため、大東市芸術文化・スポーツ等競技参加激励金（以下「激励金」という。）を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
（対象者等）
第２条　激励金の交付の対象となる者（以下「交付対象者」という。）は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
　(1) 本市内に住所を有する個人
[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8](2) 本市内に所在地を有する団体（学校（学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する学校をいう。）及び事業所に所属する団体以外の団体にあっては、本市内に活動の本拠地を置き、かつ、当該団体の構成員の半数以上が前号に掲げる者又は本市内に在勤し、若しくは在学する者で構成する団体に限る。）
２　同一の大会で個人及び団体の両方で出場する場合は、団体としての交付対象者とし、個人としての交付対象者としない。
３　第１項第２号に掲げる団体が大会に出場する場合において、当該団体でなく当該団体に属する個人で出場する場合にあっては、個人としての交付対象者とし、団体としての交付対象者としない。
４　第１項第１号に掲げる個人が同項第２号に掲げる団体以外の団体の一員として大会に出場する場合は、個人としての交付対象者とする。
５　激励金の交付は、１年度において別表左欄に掲げる大会の区分ごとに２回を限度とする。
（対象となる大会）
[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK13]第３条　激励金の交付の対象となる芸術文化・スポーツ等の大会は、次に掲げる条件を全て満たすものとする。
[bookmark: OLE_LINK9](1) 国、地方公共団体、非営利団体その他市長が適当と認める団体が主催し、共催し、若しくは後援する全国大会又は国際大会であること。
[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK11](2) 前号に定める全国大会又は国際大会の出場に当たり、予選、選考等が行われる大会又は大会の主催者による推薦を経て出場する者が決定される大会であること。
（激励金の額）
第４条　激励金の額は、次の各号に掲げる交付対象者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
[bookmark: _Hlk206489739](1) 第２条第１項第１号に掲げる個人　別表左欄に掲げる大会の区分に応じ、同表中欄に定める額
(2) 第２条第１項第２号に掲げる団体　別表左欄に掲げる大会の区分に応じ、同表中欄に定める額に当該団体の構成員のうち大会に出場する者の数を乗じて得た額（その額が同表右欄に定める額を超えるときは、同表右欄に定める額）
２　前項の規定にかかわらず、激励金の交付申込年度及び同年度の前年度から起算して過去３年度以内に同区分の大会で激励金の交付を受けたことがある場合にあっては、別表に定めるに２分の１を乗じて得た額とする。
３　同一年度内に異なる２以上の区分の大会に出場し、それぞれ激励金の交付の申込みがあった場合にあっては、最も上位の区分の大会に係る交付額を上限とする。この場合において、既に下位の区分の大会に係る激励金を交付しているときは、最も上位の区分の大会に係る交付額と既交付額の差額を交付するものとする。
（申込み）
第５条　激励金の交付を受けようとする者（激励金の交付の対象者交付対象者が未成年である場合にあっては、その親権を有する者）は、大会の開始前までに大東市芸術文化・スポーツ等競技参加激励金交付申込書（様式第１号）に次に掲げる書類を添付の上、市長に申し込まなければならない。ただし、大会の開始前までに申し込むことができないことについて、やむを得ない事情がある場合にあっては、当該大会に出場した日の翌日から起算して３０日以内に、第８条の規定による報告とともに申込みを行うことができる。
(1) 大会の出場を決定した予選、選考等の結果又は大会の主催者から推薦されたことが分かる書類
(2) 大会の開催要項又は概要が分かる書類
(3)大会の出場者一覧表又は出場者名簿その他の大会に出場することが分かる書類
(4) 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
（交付決定）
第６条　市長は、前条の規定による申込みがあったときは、その内容を審査の上、激励金の交付の可否を決定し、その旨を大東市芸術文化・スポーツ等競技参加激励金交付決定通知書（様式第２号）により、当該申込みをした者に通知するものとする。
（請求）
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]第７条　激励金の交付の決定を受けた者は、遅滞なく大東市芸術文化・スポーツ等競技参加激励金交付請求書（様式第３号）により、市長に請求しなければならない。
[bookmark: _GoBack]２　市長は、前項の規定による請求があったときは、遅滞なく激励金を交付するものとする。
（報告）
第８条　激励金の交付の決定を受けた者は、大会に出場した日の翌日から起算して３０日以内に、大東市芸術文化・スポーツ等競技参加激励金結果報告書（様式第４号）に次に掲げる書類を添付の上、市長に報告しなければならない。
(1)　大会の成績結果の分かる書類
(2)　前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
（返還）
第９条　市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、激励金の交付の決定を取り消し、当該激励金の返還を求めることができる。
(1) 大会が中止されたとき、又は大会に参加しなかったとき。
(2) 第５条各号又は第８条各号に掲げる書類に虚偽の記載があると認められるとき。
(3) 前２号に掲げるもののほか、激励金の返還を求めることが適当であると市長が認めるとき。
（補則）
第１０条　この要綱に定めるもののほか、激励金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附　則
この要綱は、令和３年１１月１日から施行する。
附　則（令和３年要綱第１２０号）
この要綱は、公布の日から施行する。
　　　附　則
（施行期日）
１　この要綱は、令和８年４月１日から施行する。
（経過措置）
２　改正後の大東市芸術文化・スポーツ等競技参加激励金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に申込みのあった大東市芸術文化・スポーツ等競技参加激励金（以下「激励金」という。）の交付について適用し、同日前に申込みのあった激励金の交付については、なお従前の例による。
３　この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
別表（第４条関係）
	区分
	１人当たりの額
	上限額

	オリンピック・パラリンピック大会
	５０，０００円
	３００，０００円

	世界大会
	２０，０００円
	１６０，０００円

	全国大会・国民体育大会
	１０，０００円
	１００，０００円



様式第１号（第５条関係）

大東市芸術文化・スポーツ等競技参加激励金交付申込書

年　　月　　日　　

（宛先）大東市長

（申込者）
氏名又は団体名称　　　　　　　　　　　
代表者名　　　　　　　　　　　
住所・所在地　　　　　　　　　　　
連絡先　　　　　　　　　　　

大東市芸術文化・スポーツ等競技参加激励金の交付について、大東市芸術文化・スポーツ等競技参加激励金交付要綱第５条の規定により、次のとおり申し込みます。
	大会名
	

	大会期間
	

	出場種目
	

	出場者・団体名
	（ふりがな）
	
	生年月日
	


	
	氏名・名称
	
	
	

	学校名
	
	学年
	
	

	添付書類
	(1) 大会の出場を決定したことが分かる資料（※１）

	
	(2) 大会の開催要項又は概要が分かる書類

	
	(3) 大会に出場することが分かる書類（※２）

	
	(4) 市長が必要と認める書類（　　　　　）


※１：予選、選考等の結果又は大会の主催者から推薦されたことが分かる書類
※２：大会の出場者一覧表又は出場者名簿その他の大会に出場することが分かる書類
（団体の場合は、必ず出場者名簿を添付してください。）



[bookmark: last]様式第２号（第６条関係）

大東市芸術文化・スポーツ等競技参加激励金交付決定通知書

　　第　　　　　号　　
年　　月　　日　　

　　　　　　　　様

大東市長　　　　


　　　　年　　月　　日付けで申込みのあった大東市芸術文化・スポーツ等競技参加激励金の交付について、下記のとおり決定したので、大東市芸術文化・スポーツ等競技参加激励金交付要綱第６条の規定により通知します。

記

１．交付決定の内容
　　　　・交付する
　　　　・交付しない　
　　　　　理由（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

２．交付額　　　　金　　　　　　　円

３．その他



様式第３号（第７条関係）
大東市芸術文化・スポーツ等競技参加激励金交付請求書

第　　　　　号　　
年　　月　　日　　

（宛先）大東市長

（請求者）
氏名又は団体名称　　　　　　　　　　　
代表者名　　　　　　　　　　　
住所・所在地　　　　　　　　　　　
連絡先　　　　　　　　　　　

　年　　月　　日付け大東　第　　　号で交付の決定を受けた大東市芸術文化・スポーツ等競技参加激励金の交付について、大東市芸術文化・スポーツ等競技参加激励金交付要綱第７条第１項の規定により、下記のとおり請求します。

記

　１．激励金請求額　　　金　　　　　　　円
　
２．振込先
	銀行名
	　　　　　　　　　　　　　銀行
	支店

	口座番号
	普通　・　当座
	番号

	口座名
	ふりがな
	

	
	名義人
	




様式第４号（第８条関係）

大東市芸術文化・スポーツ等競技参加激励金結果報告書

年　　月　　日　　

（宛先）大東市長

（報告者）
氏名又は団体名称　　　　　　　　　　　
代表者名　　　　　　　　　　　
住所・所在地　　　　　　　　　　　
連絡先　　　　　　　　　　　

年 　　月 　　日付け大東　　第　　　号で交付の決定を受けた大東市芸術文化・スポーツ等競技参加激励金に係る対象となる大会に出場しましたので、その結果について、大東市芸術文化・スポーツ等競技参加激励金交付要綱第８条の規定により、次のとおり報告します。
	大会名
	

	大会期間
	

	出場種目
	

	成績結果
	

	出場者・団体名
	（ふりがな）
	
	生年月日
	


	
	氏名・名称
	
	
	

	学校名
	
	学年
	
	

	添付書類
	(1) 大会の成績結果の分かる書類
(2) 市長が必要と認める書類（　　　　　                    ）



